
 

 
第第33節節  農農業業⽣⽣産産活活動動ににおおけけるる環環境境負負荷荷低低減減のの促促進進  

 
 
みどり戦略においては、農業⽣産活動における環境負荷低減の促進のため、化学肥料・

化学農薬の使⽤低減や、有機農業の取組拡⼤を推進しています。 
本節では、化学肥料・化学農薬の使⽤低減等に資する環境に優しい栽培技術を取り⼊れ

たグリーンな栽培体系への転換の取組や、有機農業の拡⼤に向けた取組状況について紹介
します。 
 

((11))  化化学学肥肥料料・・化化学学農農薬薬のの使使⽤⽤低低減減のの推推進進  
((化化学学肥肥料料のの使使⽤⽤低低減減にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

窒素やりんは、作物の⽣育に不可⽋な栄養素であり、化学肥料にも含まれる⼀⽅、過剰
施肥等の不適切な使⽤が⾏われた場合には、⽔圏の富栄養化や温室効果ガスの排出等の原
因となることから、その資源を適切に利⽤しつつ、収⽀バランスを健全に保つことが重要
です。 

我が国は、主な化学肥料の原料である尿素、りん安、塩化加⾥のほぼ全量を海外に依存
しており、⾷料安全保障の観点からも化学肥料使⽤量の更なる低減を図ることが必要とな
っています。 

農林⽔産省では、みどりの⾷料システム法1に基づき化学肥料の使⽤量低減等に係る計画
の認定を受けた⽣産者やその活動を⽀える事業者に対し、税制措置や融資の特例等の⽀援
措置を講じているほか、有機物の施肥による⼟づくり、⼟壌診断や施肥設計に基づく適正
施肥、局所施肥技術の導⼊等の取組を促進しています。このような取組により、令和
4(2022)年の化学肥料使⽤量は、81万t(NPK総量2・⽣産数量ベース)で、基準年である平成
28(2016)年⽐で約11%の低減となっています。 

 
((化化学学農農薬薬のの使使⽤⽤にによよるる環環境境負負荷荷のの低低減減にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

環境負荷低減のためには、化学農薬を使⽤しない有機農業の拡⼤や、化学農薬のみに依
存しない、病害⾍等の予防・予察に重点を置いた総合防除等を推進し、化学農薬の使⽤低
減を図ることも必要です。 

令和5(2023)農薬年度3の化学農薬使⽤量(リスク換算)は、令和元(2019)農薬年度⽐で約
15.0%の低減となりました。みどり戦略に位置付けられている令和12(2030)年⽬標を達成
しているものの、リスクの低い農薬への切替などの取組の効果だけでなく、資材費上昇に
よる農薬の買控え傾向も寄与したと考えられることから、引き続き対策を進めていく必要
があります。 

農林⽔産省では、みどりの⾷料システム法に基づき化学農薬の使⽤低減等に係る計画の
認定を受けた⽣産者やその活動を⽀える事業者に対し、税制措置や融資の特例等の⽀援措
置を講じているほか、化学農薬のみに依存せず、病害⾍等の予防・予察に重点を置いた総

 
1 第5章第1節を参照 
2 肥料の三⼤成分である窒素(N)、りん酸(P)、加⾥(K)の全体での出荷量のこと 
3 農薬年度は、前年10⽉から当年9⽉までの期間 

 

 

このため、⽥園地域等において⽣物多様性が保全され、国⺠に安定的に⾷料を供給し、
豊かな⾃然環境を提供できるよう、農林⽔産業のグリーン化等を通じて、環境負荷の低減
や⽣物多様性保全をより重視した農業⽣産、⽥園地域等の整備・保全を推進することが求
められています。 

農林⽔産省では、⼟壌の性質を改善し、化学肥料・化学農薬の使⽤量低減に効果の⾼い
技術を⽤いた持続性の⾼い農業⽣産⽅式の導⼊の促進を図るとともに、有機農業や冬期湛

たん

⽔
すい

管理といった⽣物多様性保全に効果の⾼い営農活動への取組等を⽀援しています。 
 

((農農村村のの⽔⽔辺辺環環境境ににおおけけるる⽣⽣態態系系ネネッットトワワーーククのの保保全全をを推推進進))  
農村の⽔辺環境においては、多様な⽣物がその⽣活史を全うできるよう、河川、⽔⽥、

⽔路、ため池等を途切れなく結ぶ⽣態系ネットワークを保全する必要があります。また、
農村の⽔辺環境を形成する⽔⽥や⽔路等の整備・更新の際には、⽣物多様性の保全に配慮
することが重要です。 

農林⽔産省では、農業農村整備事業の実施に関し、⽣態系ネットワーク保全等に配慮し
た調査計画、設計、施⼯、維持管理のための留意事項をまとめた技術指針等を作成すると
ともに、⽣態系に配慮した施設の整備・保全を地域住⺠の理解や参画を得ながら計画的に
推進しています。 

 

 
 

⿂⿂類類のの産産卵卵場場・・避避難難場場ににななるるワワンンドド⼯⼯  ⽔⽔⽥⽥をを産産卵卵場場ととすするる⿂⿂類類のの  
移移動動経経路路をを確確保保すするる⽔⽔⽥⽥⿂⿂道道  
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((ググリリーーンンなな栽栽培培体体系系へへのの転転換換をを推推進進))  
化学肥料・化学農薬の使⽤低減、有機農業⾯積の拡⼤を

推進するため、堆肥、緑肥等の活⽤、⾃動抑草ロボットに
よる雑草防除等の産地に適した環境に優しい栽培技術と省
⼒化に資する技術を取り⼊れたグリーンな栽培体系への転
換を図ることが求められています。 

このため、農林⽔産省では、みどりの⾷料システム戦略
推進交付⾦等により、化学肥料・化学農薬の使⽤低減、有
機農業の推進、温室効果ガスの排出量削減等の環境負荷低
減やこれに必要なスマート農業機械等の導⼊に取り組む⽔
稲や野菜等の産地を創出することとしています。 

令和6(2024)年度においても、産地に新たに取り⼊れる技術の検証や、グリーンな栽培
体系の実践に向けた栽培マニュアルの作成等を⽀援しました。 

 
((22))  有有機機農農業業のの推推進進  
((世世界界のの有有機機農農業業のの取取組組⾯⾯積積はは拡拡⼤⼤傾傾向向でで推推移移))  

世界の有機農業の取組⾯積については、令和5(2023)年は9,887万haとなっており、過去
15年間で約2.9倍に拡⼤しています(図図表表55--33--11)。また、国別の1⼈当たり年間有機⾷品消費
額は、スイスを始め欧州諸国で⾼い傾向にあります(図図表表55--33--22)。⼀⽅、我が国は欧⽶諸国
と⽐較して低位な⽔準にあり、⽣産、消費両⾯での取組が必要となっています。 

 

 
 

((我我がが国国のの有有機機農農業業のの取取組組⾯⾯積積はは拡拡⼤⼤ののペペーーススがが加加速速))  
我が国では、「有機農業の推進に関する法律」(以下「有機農業推進法」という。)におい

て、｢有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使⽤しないこと並びに遺伝⼦組
換え技術を利⽤しないことを基本として、農業⽣産に由来する環境への負荷をできる限り
低減した農業⽣産の⽅法を⽤いて⾏われる農業と定義されています。 

図表5-3-1 世界の有機農業の取組⾯積 

資料：Research Institute of Organic Agriculture(FiBL)「The  
Statistics.FiBL.org website」を基に農林⽔産省作成 

注：参考⽂献⼀覧を参照 

図表5-3-2 国別の1⼈当たり年間有機⾷品消費額 

資料：Research Institute of Organic Agriculture(FiBL)「The  
Statistics.FiBL.org website」を基に農林⽔産省作成 

注：1) 参考⽂献⼀覧を参照 
2) 令和5(2023)年の数値 
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資料：世羅町循環型農業推進協議会 

 

合防除等を推進するため、産地に適した技術の検証、栽培マニュアルの策定等の取組を⽀
援しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぐぐししちちゃゃんんピピーーママンンのの⽣⽣産産者者  
資料：沖縄県農業協同組合 

((事事例例))  特特産産品品ででああるるピピーーママンンににおおけけるる環環境境負負荷荷低低減減のの⽣⽣産産体体制制をを実実現現((沖沖縄縄県県))  

((11))  安安全全・・安安⼼⼼なな「「ぐぐししちちゃゃんんピピーーママンン」」のの⽣⽣産産  
沖縄県⼋重瀬町

や え せ ち ょ う
の沖縄県農業協同組合具志頭

ぐ し か み
⽀店野菜⽣産部会

は、特産品である「ぐしちゃんピーマン」の⽣産に当たって、環境
に優しい持続可能な⽣産体制を実現することで、「安全・安⼼」をキ
ーワードに出荷量の拡⼤や若⼿農業者等の確保につなげています。 

 
((22))  ⽣⽣産産者者全全員員ががみみどどりり認認定定へへ  

ぐしちゃんピーマンは同町具志頭
ぐ し か み

地区で⽣産される「ちぐさ」と
いう品種のピーマンの商品名で、⼤⽟⾁厚でみずみずしく光沢があ
り、苦みが少なく⾷味が良いという優れた品種特性を持っています
が、品質と収量を共に向上させることが難しい品種です。 

同部会では、地下ダム等からの⼗分な保⽔等に加え、⼟の太陽熱
消毒や緑肥作物栽培による病原菌等の抑制、有機物⼊り肥料の施⽤
と⼟壌分析に基づく肥料施⽤といった環境に配慮した独⾃の⼟づく
りを⾏うことで、品質と⽣産量の向上に取り組んできました。また、
農薬散布労⼒や資材費削減を⽬的にピーマンの害⾍に対する天敵の
導⼊にも取り組んでおり、令和5(2023)年8⽉には、同部会のピーマ
ン専⾨部⻑が沖縄県内初となるみどり認定＊1を取得し、その後、同
部会員のみどり認定への切り替えが進んでいます。 

 
((33))  地地域域でで⼀⼀体体ととななっったた環環境境負負荷荷低低減減のの取取組組がが若若⼿⼿農農業業者者等等のの育育成成ややGGII登登録録ににももつつななががるる  

同部会では、環境負荷低減の栽培技術の共有や講習会等にも取り組んでいます。このような取組
が功を奏して、若⼿の新規就農者や後継者が育ち、⽣産者の平均年齢は40歳代となり、出荷量も増
加する好循環が⽣まれています。また、令和6(2024)年1⽉には、さとうきび残さ等の地域資源を活
かした⼟づくりなど、栽培の難しい品種の特性を最⼤限に引き出す独⾃の⽣産技術を確⽴すること
により、差別化されたピーマンを⽣産し、地域農業を牽引

けんいん
していることが評価され、地理的表⽰(GI

＊2)に登録されました。同部会では、今後とも安全・安⼼なピーマンの⽣産と更なる認知向上による
差別化・⾼付加価値化に取り組むこととしています。 

 
＊1 第5章第1節を参照 
＊2 Geographical Indicationの略 
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((ググリリーーンンなな栽栽培培体体系系へへのの転転換換をを推推進進))  
化学肥料・化学農薬の使⽤低減、有機農業⾯積の拡⼤を

推進するため、堆肥、緑肥等の活⽤、⾃動抑草ロボットに
よる雑草防除等の産地に適した環境に優しい栽培技術と省
⼒化に資する技術を取り⼊れたグリーンな栽培体系への転
換を図ることが求められています。 

このため、農林⽔産省では、みどりの⾷料システム戦略
推進交付⾦等により、化学肥料・化学農薬の使⽤低減、有
機農業の推進、温室効果ガスの排出量削減等の環境負荷低
減やこれに必要なスマート農業機械等の導⼊に取り組む⽔
稲や野菜等の産地を創出することとしています。 

令和6(2024)年度においても、産地に新たに取り⼊れる技術の検証や、グリーンな栽培
体系の実践に向けた栽培マニュアルの作成等を⽀援しました。 

 
((22))  有有機機農農業業のの推推進進  
((世世界界のの有有機機農農業業のの取取組組⾯⾯積積はは拡拡⼤⼤傾傾向向でで推推移移))  

世界の有機農業の取組⾯積については、令和5(2023)年は9,887万haとなっており、過去
15年間で約2.9倍に拡⼤しています(図図表表55--33--11)。また、国別の1⼈当たり年間有機⾷品消費
額は、スイスを始め欧州諸国で⾼い傾向にあります(図図表表55--33--22)。⼀⽅、我が国は欧⽶諸国
と⽐較して低位な⽔準にあり、⽣産、消費両⾯での取組が必要となっています。 

 

 
 

((我我がが国国のの有有機機農農業業のの取取組組⾯⾯積積はは拡拡⼤⼤ののペペーーススがが加加速速))  
我が国では、「有機農業の推進に関する法律」(以下「有機農業推進法」という。)におい

て、｢有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使⽤しないこと並びに遺伝⼦組
換え技術を利⽤しないことを基本として、農業⽣産に由来する環境への負荷をできる限り
低減した農業⽣産の⽅法を⽤いて⾏われる農業と定義されています。 

図表5-3-1 世界の有機農業の取組⾯積 

資料：Research Institute of Organic Agriculture(FiBL)「The  
Statistics.FiBL.org website」を基に農林⽔産省作成 

注：参考⽂献⼀覧を参照 

図表5-3-2 国別の1⼈当たり年間有機⾷品消費額 

資料：Research Institute of Organic Agriculture(FiBL)「The  
Statistics.FiBL.org website」を基に農林⽔産省作成 

注：1) 参考⽂献⼀覧を参照 
2) 令和5(2023)年の数値 
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合防除等を推進するため、産地に適した技術の検証、栽培マニュアルの策定等の取組を⽀
援しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぐぐししちちゃゃんんピピーーママンンのの⽣⽣産産者者  
資料：沖縄県農業協同組合 

((事事例例))  特特産産品品ででああるるピピーーママンンににおおけけるる環環境境負負荷荷低低減減のの⽣⽣産産体体制制をを実実現現((沖沖縄縄県県))  

((11))  安安全全・・安安⼼⼼なな「「ぐぐししちちゃゃんんピピーーママンン」」のの⽣⽣産産  
沖縄県⼋重瀬町

や え せ ち ょ う
の沖縄県農業協同組合具志頭

ぐ し か み
⽀店野菜⽣産部会

は、特産品である「ぐしちゃんピーマン」の⽣産に当たって、環境
に優しい持続可能な⽣産体制を実現することで、「安全・安⼼」をキ
ーワードに出荷量の拡⼤や若⼿農業者等の確保につなげています。 

 
((22))  ⽣⽣産産者者全全員員ががみみどどりり認認定定へへ  

ぐしちゃんピーマンは同町具志頭
ぐ し か み

地区で⽣産される「ちぐさ」と
いう品種のピーマンの商品名で、⼤⽟⾁厚でみずみずしく光沢があ
り、苦みが少なく⾷味が良いという優れた品種特性を持っています
が、品質と収量を共に向上させることが難しい品種です。 

同部会では、地下ダム等からの⼗分な保⽔等に加え、⼟の太陽熱
消毒や緑肥作物栽培による病原菌等の抑制、有機物⼊り肥料の施⽤
と⼟壌分析に基づく肥料施⽤といった環境に配慮した独⾃の⼟づく
りを⾏うことで、品質と⽣産量の向上に取り組んできました。また、
農薬散布労⼒や資材費削減を⽬的にピーマンの害⾍に対する天敵の
導⼊にも取り組んでおり、令和5(2023)年8⽉には、同部会のピーマ
ン専⾨部⻑が沖縄県内初となるみどり認定＊1を取得し、その後、同
部会員のみどり認定への切り替えが進んでいます。 

 
((33))  地地域域でで⼀⼀体体ととななっったた環環境境負負荷荷低低減減のの取取組組がが若若⼿⼿農農業業者者等等のの育育成成ややGGII登登録録ににももつつななががるる  

同部会では、環境負荷低減の栽培技術の共有や講習会等にも取り組んでいます。このような取組
が功を奏して、若⼿の新規就農者や後継者が育ち、⽣産者の平均年齢は40歳代となり、出荷量も増
加する好循環が⽣まれています。また、令和6(2024)年1⽉には、さとうきび残さ等の地域資源を活
かした⼟づくりなど、栽培の難しい品種の特性を最⼤限に引き出す独⾃の⽣産技術を確⽴すること
により、差別化されたピーマンを⽣産し、地域農業を牽引

けんいん
していることが評価され、地理的表⽰(GI

＊2)に登録されました。同部会では、今後とも安全・安⼼なピーマンの⽣産と更なる認知向上による
差別化・⾼付加価値化に取り組むこととしています。 

 
＊1 第5章第1節を参照 
＊2 Geographical Indicationの略 
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((オオーーガガニニッッククビビレレッッジジのの取取組組市市町町村村がが拡拡⼤⼤))  
市町村が主体となり、⽣産から消費まで⼀貫した取組により有機農業拡⼤に取り組むモ

デル産地である「オーガニックビレッジ」については、令和7(2025)年までに100市町村を
創出することを⽬標としていましたが、同年3⽉末時点で⽬標を上回る131市町村において
取組が開始されています。このうち京都府⻲岡市

か め お か し
では、有機農業の取組拡⼤に向けて令和

6(2024)年に「⻲岡オーガニック農業スクール」を開校し、有機農業に関⼼を持つ農業者
等に有機農業の経営や栽培技術の指導を⾏うなど、新たな担い⼿の確保を図る取組が進め
られています。 

このほか、有機農業を活かして地域振興につなげている⼜はこれから取り組みたいと考
える市町村や、都道府県、⺠間企業・⺠間団体の情報交換等の場を設けるための「有機農
業と地域振興を考える⾃治体ネットワーク」を設置し、地⽅公共団体間での有機農業の取
組推進に関する情報共有等を促進しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
((我我がが国国のの有有機機⾷⾷品品市市場場はは拡拡⼤⼤傾傾向向でで推推移移))  

我が国の有機⾷品の市場規模は拡⼤傾向で推移しており、令和4(2022)年11⽉に実施し
た調査によると、令和4(2022)年の市場規模は2,240億円と推計されており、平成29(2017)
年の1,850億円と⽐べ約20%増加しています。 

有機農業推進法制定10周年となる平成28(2016)年に、12⽉8⽇が「有機農業の⽇」と制
定されました。農林⽔産省では、「有機農業の⽇」に合わせて、令和6(2024)年10⽉に農林
⽔産省ウェブサイトに特設ページを開設するとともに、同年11⽉中旬から12⽉中旬にかけ
て特別期間を設け、地⽅公共団体や事業者に取組の呼び掛けを⾏い、学校給⾷での有機農
産物の利⽤や、店舗やECサイトでの有機⾷品の販売促進、有機農業関連のイベントといっ
た取組が各地で実施されました。 

また、国産の有機⾷品の需要喚起に向け、事業者と連携して取り組むためのプラットフ
ォームである「国産

こくさん
有機
ゆ う き

サポーターズ」を⽴ち上げており、令和7(2025)年3⽉末時点で112
社が参画しています。令和6(2024)年度は、国産有機サポーターズの事業者による「有機

⻲⻲岡岡オオーーガガニニッックク農農業業ススククーールルのの授授業業  
資料：⻲岡オーガニック農業スクール 

⻲⻲岡岡オオーーガガニニッックク農農業業ススククーールルのの圃圃場場  
資料：⻲岡オーガニック農業スクール 

オオーーガガニニッッククビビレレッッジジ  
URL：https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/organic_village.html 

 

輸⼊依存度の⾼い化学肥料を使⽤しない有機農業は、⽣物多様性の保全や地球温暖化防
⽌等に加えて、国際情勢に左右されにくい農業⽣産体制の確⽴に資するものとして、我が
国でも推進されています。 

我が国の有機農業の取組⾯積について
は、近年、漸増傾向でしたが、令和3(2021)
年度のみどり戦略の策定等を受け、令和
4(2022)年度は前年度に⽐べ3,700ha(14%)
増加と⼤きく拡⼤して3万300haとなって
おり、その耕地⾯積に占める割合は0.7%と
なりました(図図表表55--33--33)。 

農林⽔産省では、有機農業の拡⼤に向け
た現場の取組を推進するため、地域ぐるみ
での有機農業の取組や、広域的に有機農業
の栽培技術を提供する⺠間団体の指導活動、
農業者の技術習得⽀援等による⼈材育成、
事業者と連携して⾏う需要喚起、有機加⼯
⾷品原料の国産化等の取組を⽀援しています。 

 

 
  

 

((11))  全全圃圃場場でで有有機機栽栽培培及及びび特特別別栽栽培培をを実実践践中中  
熊本県上天草市

か み あ ま く さ し
の農事組合法⼈⼤⽮野

お お や の
有機
ゆ う き

農産物
のうさんぶつ

供 給
きょうきゅう

センターでは、全⽣産
圃場
ほじょう

60haで有機栽培及び特別栽培(化学合成農薬・化学肥料5割削減)を実施してお
り、このうち8.6haで有機JASを取得しています。また、かんきつのほか9品⽬以上
の露地野菜を特別栽培で⽣産するなど、環境保全型農業に取り組んでいます。 

 
((22))  販販路路拡拡⼤⼤にに向向けけたた品品質質向向上上ののたためめのの取取組組やや消消費費者者ととのの交交流流  

販路を拡⼤していくため、同センターでは、⽣産者の有機JAS認証やGLOBALG.A.P.の認証取得に
係る費⽤の助成を⾏っています。また、品質向上のため、⽣産者同⼠の⽬揃え会を実施し、糖度や酸
の⽐率を測る光センサーを導⼊し、選果基準を統⼀しました。 

⼤きな販売先である関東圏の⽣活協同組合と連携し、毎年会員向けに産地訪問会を実施すること等
により、消費者との交流にも取り組んでいます。 

 
((33))  後後継継者者のの育育成成とと今今後後のの展展開開  

⽣産者の⾼齢化が進む中、後継者を確保し、育成していくことが課
題です。新規就農を希望する者に対しては、経営スタイルを確⽴でき
るよう、同センターの職員として雇い、様々な品⽬の⽣産者の下で研
修を受けられるような仕組みを構築しています。また、同センターは、
集出荷が主な機能でしたが、農地を預けて⽣産を委託したいという⾼
齢の⽣産者も出てきたことから、集出荷機能に加えて、⽣産機能を持
つことを計画しており、ゆくゆくは⾃社農場を経営して⽣産基盤の安
定につなげていく予定です。 

かかんんききつつのの特特別別栽栽培培にに  
取取りり組組むむ⽣⽣産産者者  

資料：⼤⽮野有機農産物供給センター 

((事事例例))  有有機機農農産産物物のの取取組組拡拡⼤⼤をを推推進進((熊熊本本県県))  

図表5-3-3 我が国の有機農業の取組⾯積 

資料：農林⽔産省作成 
注：有機JAS認証を取得している農地⾯積と、有機JAS認証を取得

していないが有機農業が⾏われている農地⾯積との合計 
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((オオーーガガニニッッククビビレレッッジジのの取取組組市市町町村村がが拡拡⼤⼤))  
市町村が主体となり、⽣産から消費まで⼀貫した取組により有機農業拡⼤に取り組むモ

デル産地である「オーガニックビレッジ」については、令和7(2025)年までに100市町村を
創出することを⽬標としていましたが、同年3⽉末時点で⽬標を上回る131市町村において
取組が開始されています。このうち京都府⻲岡市

か め お か し
では、有機農業の取組拡⼤に向けて令和

6(2024)年に「⻲岡オーガニック農業スクール」を開校し、有機農業に関⼼を持つ農業者
等に有機農業の経営や栽培技術の指導を⾏うなど、新たな担い⼿の確保を図る取組が進め
られています。 

このほか、有機農業を活かして地域振興につなげている⼜はこれから取り組みたいと考
える市町村や、都道府県、⺠間企業・⺠間団体の情報交換等の場を設けるための「有機農
業と地域振興を考える⾃治体ネットワーク」を設置し、地⽅公共団体間での有機農業の取
組推進に関する情報共有等を促進しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
((我我がが国国のの有有機機⾷⾷品品市市場場はは拡拡⼤⼤傾傾向向でで推推移移))  

我が国の有機⾷品の市場規模は拡⼤傾向で推移しており、令和4(2022)年11⽉に実施し
た調査によると、令和4(2022)年の市場規模は2,240億円と推計されており、平成29(2017)
年の1,850億円と⽐べ約20%増加しています。 

有機農業推進法制定10周年となる平成28(2016)年に、12⽉8⽇が「有機農業の⽇」と制
定されました。農林⽔産省では、「有機農業の⽇」に合わせて、令和6(2024)年10⽉に農林
⽔産省ウェブサイトに特設ページを開設するとともに、同年11⽉中旬から12⽉中旬にかけ
て特別期間を設け、地⽅公共団体や事業者に取組の呼び掛けを⾏い、学校給⾷での有機農
産物の利⽤や、店舗やECサイトでの有機⾷品の販売促進、有機農業関連のイベントといっ
た取組が各地で実施されました。 

また、国産の有機⾷品の需要喚起に向け、事業者と連携して取り組むためのプラットフ
ォームである「国産

こくさん
有機
ゆ う き

サポーターズ」を⽴ち上げており、令和7(2025)年3⽉末時点で112
社が参画しています。令和6(2024)年度は、国産有機サポーターズの事業者による「有機

⻲⻲岡岡オオーーガガニニッックク農農業業ススククーールルのの授授業業  
資料：⻲岡オーガニック農業スクール 

⻲⻲岡岡オオーーガガニニッックク農農業業ススククーールルのの圃圃場場  
資料：⻲岡オーガニック農業スクール 

オオーーガガニニッッククビビレレッッジジ  
URL：https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/organic_village.html 

 

輸⼊依存度の⾼い化学肥料を使⽤しない有機農業は、⽣物多様性の保全や地球温暖化防
⽌等に加えて、国際情勢に左右されにくい農業⽣産体制の確⽴に資するものとして、我が
国でも推進されています。 

我が国の有機農業の取組⾯積について
は、近年、漸増傾向でしたが、令和3(2021)
年度のみどり戦略の策定等を受け、令和
4(2022)年度は前年度に⽐べ3,700ha(14%)
増加と⼤きく拡⼤して3万300haとなって
おり、その耕地⾯積に占める割合は0.7%と
なりました(図図表表55--33--33)。 

農林⽔産省では、有機農業の拡⼤に向け
た現場の取組を推進するため、地域ぐるみ
での有機農業の取組や、広域的に有機農業
の栽培技術を提供する⺠間団体の指導活動、
農業者の技術習得⽀援等による⼈材育成、
事業者と連携して⾏う需要喚起、有機加⼯
⾷品原料の国産化等の取組を⽀援しています。 

 

 
  

 

((11))  全全圃圃場場でで有有機機栽栽培培及及びび特特別別栽栽培培をを実実践践中中  
熊本県上天草市

か み あ ま く さ し
の農事組合法⼈⼤⽮野

お お や の
有機
ゆ う き

農産物
のうさんぶつ

供 給
きょうきゅう

センターでは、全⽣産
圃場
ほじょう

60haで有機栽培及び特別栽培(化学合成農薬・化学肥料5割削減)を実施してお
り、このうち8.6haで有機JASを取得しています。また、かんきつのほか9品⽬以上
の露地野菜を特別栽培で⽣産するなど、環境保全型農業に取り組んでいます。 

 
((22))  販販路路拡拡⼤⼤にに向向けけたた品品質質向向上上ののたためめのの取取組組やや消消費費者者ととのの交交流流  

販路を拡⼤していくため、同センターでは、⽣産者の有機JAS認証やGLOBALG.A.P.の認証取得に
係る費⽤の助成を⾏っています。また、品質向上のため、⽣産者同⼠の⽬揃え会を実施し、糖度や酸
の⽐率を測る光センサーを導⼊し、選果基準を統⼀しました。 

⼤きな販売先である関東圏の⽣活協同組合と連携し、毎年会員向けに産地訪問会を実施すること等
により、消費者との交流にも取り組んでいます。 

 
((33))  後後継継者者のの育育成成とと今今後後のの展展開開  

⽣産者の⾼齢化が進む中、後継者を確保し、育成していくことが課
題です。新規就農を希望する者に対しては、経営スタイルを確⽴でき
るよう、同センターの職員として雇い、様々な品⽬の⽣産者の下で研
修を受けられるような仕組みを構築しています。また、同センターは、
集出荷が主な機能でしたが、農地を預けて⽣産を委託したいという⾼
齢の⽣産者も出てきたことから、集出荷機能に加えて、⽣産機能を持
つことを計画しており、ゆくゆくは⾃社農場を経営して⽣産基盤の安
定につなげていく予定です。 

かかんんききつつのの特特別別栽栽培培にに  
取取りり組組むむ⽣⽣産産者者  

資料：⼤⽮野有機農産物供給センター 

((事事例例))  有有機機農農産産物物のの取取組組拡拡⼤⼤をを推推進進((熊熊本本県県))  

図表5-3-3 我が国の有機農業の取組⾯積 

資料：農林⽔産省作成 
注：有機JAS認証を取得している農地⾯積と、有機JAS認証を取得

していないが有機農業が⾏われている農地⾯積との合計 
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((33))  環環境境保保全全型型農農業業直直接接⽀⽀払払制制度度のの推推進進  
((環環境境保保全全型型農農業業直直接接⽀⽀払払制制度度のの実実施施⾯⾯積積はは前前年年度度にに⽐⽐べべ増増加加))  

化学肥料・化学農薬の使⽤を原則5割以上低減する取組と併せて⾏う地球温暖化防⽌や
⽣物多様性保全等に効果の⾼い営農活動に対しては、環境保全型農業直接⽀払制度による
⽀援を⾏っています。 

令和5(2023)年度の実施⾯積は、前年度に⽐べ約4千ha増加し8万7千haとなりました(図図
表表55--33--55)。また、⽀援対象取組別に⾒ると、全国共通の取組では、「堆肥の施⽤」が25.8%
で最も多く、次いで「カバークロップ1」、「有機農業」の順となっています(図図表表55--33--66)。 

 

 
((環環境境保保全全型型農農業業直直接接⽀⽀払払制制度度のの評評価価))  

環境保全型農業直接⽀払制度については、平成27(2015)年度から、「農業の有する多⾯
的機能の発揮の促進に関する法律｣に基づく制度として実施されており、実施期間は5年間
で、令和2(2020)年度から第2期が開始されています。 
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注：令和6(2024)年8⽉末時点の数値 
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農業の⽇」特別期間中の販売促進や、NIPPON FOOD SHIFT FES.等のイベントにおける
マルシェの出店を通じ、消費者に対する有機⾷品の理解促進の取組を進めました。 

さらに、グリーン購⼊法1に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本⽅針」(令和
7(2025)年1⽉閣議決定)において、⾷堂での有機農産物等の取扱いについて従来の配慮す
ることが望ましい事項から、より積極的な活⽤を促す基準2に改定されたことを受け、国等
の⾷堂における有機農産物等の導⼊を推進しています。 

このほか、令和5(2023)年4⽉に、⽣産・加⼯・流通等の事業者で構成される⼀般社団法
⼈⽇本

に ほ ん
有機
ゆ う き

加⼯
か こ う

⾷ 品
しょくひん

コンソーシアムが設⽴され、有機加⼯⾷品(パン等)の更なる⽣産拡⼤
に取り組むとともに、産地・実需間の需給調整の仕組みや国産有機原料の活⽤を発信する
取組を試⾏的に導⼊するなど、国産有機農産物等に関わる新たな市場の創出に向けた取組
も広がりを⾒せています。令和6(2024)年度は、有機野菜や有機⽶粉を活⽤した加⼯⾷品
の商品開発を進めるとともに、加⼯⾷品原料としての活⽤が進まないとされている転換期
間中有機農産物の活⽤促進に向けたキャンペーンを実施する等の取組を⾏っています。 

 
((学学校校給給⾷⾷ででのの有有機機農農産産物物のの活活⽤⽤のの広広ががりり))  

学校給⾷における有機農産物等の活⽤も
広がりを⾒せ、令和5(2023)年度で278市区町
村が学校給⾷で有機⾷品を利⽤しており、令
和4(2022)年度から85市区町村増加していま
す(図図表表55--33--44)。 

オーガニックビレッジの取組においては、
北海道旭川市

あさひかわし
が、⼤阪府泉⼤津市

いずみおおつし
と農業分野

で の 連 携 に 関 す る 協 定 を 締 結 し 、 令 和
6(2024)年度に旭川市で⽣産された有機⽶が
泉⼤津市に提供されました。 

さらに、令和6(2024)年12⽉8⽇の「有機農
業の⽇」に合わせ、東京都内の⼀部区⽴⼩中
学 校 に お い て 、 富 ⼭ 県 南砺

な ん と
市
し

や 千 葉 県
⽊更津市
き さ ら づ し

、宮崎県⾼ 鍋 町
たかなべちょう

で⽣産された有機
農産物を使った「オーガニックビレッジ連携
給⾷」が提供されるとともに、⼩学⽣に対し、有機農業の意義や⾷に対する意識を⾼める
⾷農教育が実施されました。このように、全国各地において、産地と消費地が連携した有
機農業の推進の取組が⾏われています。 

 
 
 
 
 
 

 
1 トピックス2を参照 
2 調達に際しての⽀障や供給上の制約等がない限り調達を推進していく基準 
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((33))  環環境境保保全全型型農農業業直直接接⽀⽀払払制制度度のの推推進進  
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表表55--33--55)。また、⽀援対象取組別に⾒ると、全国共通の取組では、「堆肥の施⽤」が25.8%
で最も多く、次いで「カバークロップ1」、「有機農業」の順となっています(図図表表55--33--66)。 
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に取り組むとともに、産地・実需間の需給調整の仕組みや国産有機原料の活⽤を発信する
取組を試⾏的に導⼊するなど、国産有機農産物等に関わる新たな市場の創出に向けた取組
も広がりを⾒せています。令和6(2024)年度は、有機野菜や有機⽶粉を活⽤した加⼯⾷品
の商品開発を進めるとともに、加⼯⾷品原料としての活⽤が進まないとされている転換期
間中有機農産物の活⽤促進に向けたキャンペーンを実施する等の取組を⾏っています。 
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((44))  ⼟⼟づづくくりりやや廃廃ププララススチチッックク対対策策のの推推進進  
((堆堆肥肥等等のの活活⽤⽤にによよるる⼟⼟づづくくりりをを推推進進))  

農地⼟壌は農業⽣産の基盤であり、農業⽣産の持続的な維持向上に向けて、⼟壌の物理
性や化学性、⽣物性を堆肥や緑肥作物といった有機物の施⽤等により改善し、⽣産⼒を⾼
める「⼟づくり」に取り組むことが必要です。 

⼟づくりにおいて重要な資材である堆肥の施⽤量は、農業者の⾼齢化の進⾏や省⼒化の
流れの中で、⽔⽥では⻑期的に減少を続け、近年は横ばい傾向で推移しています。 

農林⽔産省では、農業現場での⼟づくりを推進するため、⼟壌診断とその結果を踏まえ
た堆肥等の施⽤を⽀援しています。また、⼟壌診断における簡便な処⽅箋サービスの創出
を⽬指し、AIを活⽤した⼟壌診断技術の開発を推進しています。さらに、⼟づくりに有効
な堆肥の施⽤を推進するとともに、好気性強制発酵1による堆肥の⾼品質化やペレット化に
よる広域流通等の取組を推進しています。 

 
((農農業業由由来来のの廃廃ププララススチチッッククのの適適正正処処理理対対策策をを推推進進))  

農業及び畜産業の⽣産現場では、農業⽤ハウスやマルチ等のプラスチック資材が使⽤さ
れていることから、環境への負荷を低減するため、排出抑制や、使⽤後に適切に回収し、
リサイクル等の適正処理を進めることが重要です。また、作物収穫後に⼟壌中にすき込む
ことで、⼟壌中の微⽣物の働きにより⽔と⼆酸化炭素に分解され、使⽤後の廃プラスチッ
ク処理が不要となる⽣分解性マルチへの転換を図ることも重要です。プラスチックを使⽤
した被覆肥料は、⽔⽥に散布すると作物の⽣育に応じて徐々に肥料成分が溶け出すことか
ら、肥料の投⼊量低減や、農作業の省⼒化につながる⼀⽅、使⽤後の被膜殻が圃場から海
洋に流出することによる環境への影響が懸念されています。 

農業分野の廃プラスチックの再⽣処理(焼却に伴い発⽣する熱エネルギーの回収を含

 
1 攪拌装置等を⽤いて強制的に酸素を供給し、堆肥を発酵させる⽅法 

図表5-3-8 環境保全型農業直接⽀払制度の取組による⽣物多様性保全効果の調査結果 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和6(2024)年8⽉末時点の数値 
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6(2024)年8⽉に｢環境保全型農業直接⽀払交付⾦最終評価｣として公表しました。この中で、
有機農業、カバークロップ等による地球温暖化防⽌効果について評価したところ、温室効
果ガス削減量の合計は、年間で約17万t-CO2となりました(図図表表55--33--77)。これはスギ林
193km2が1年間に吸収する量に相当します。また、⽣物多様性保全の効果については、「有
機農業」、「IPM1」、「冬期湛

たん
⽔
すい

管理」を対象に、指標⽣物スコアに基づく総合評価を⾏った
結果、⽔稲では、どの取組も慣⾏栽培に⽐べ、⽣物多様性が向上していました(図図表表55--33--88)。 

令和7(2025)年度から新たに始まる第3期では、有機農業の⽀援単価を引き上げるととも
に、地域特認取組のうち全国的に拡⼤が⾒込める取組について、⼀層の推進を図る観点か
ら全国共通取組へ移⾏することとしています。また、⽔⽥からのメタン排出が不必要に増
えないよう、堆肥の投⼊量の⾒直しや、堆肥や緑肥等の取組の際に、⻑期中⼲しや 秋

しゅう
耕
こう

等
のメタン排出削減対策を併せて実施することとしています。 

さらに、みどり戦略の⽬標の実現に向けて、令和9(2027)年度を⽬途に、更なる制度の
⾒直しを検討することとしています。 

 
 

 
1 Integrated Pest Managementの略で、総合防除のこと 

図表5-3-7 環境保全型農業直接⽀払制度の取組による地球温暖化防⽌効果の調査結果 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和6(2024)年8⽉末時点の数値 

2) 表⽰単位未満を四捨五⼊しているため、合計値と内訳の計は⼀致しない。 
3) 「⻑期中⼲し」及び「秋耕」の取組は、地域ごとの削減量を⾯積で割り戻した値 

対象取組の種類 調査件数
単位当たり

温室効果ガス削減量
(t-CO2/ha/年)

令和5(2023)年度
実施⾯積

 (ha)

温室効果ガス
削減量

 (t-CO2/年)

有機農業 237 1.04 13,589 14,133
堆肥の施⽤ 182 2.42 22,320 54,014
カバークロップ 167 2.14 15,738 33,679
リビングマルチ 19 1.45 3,786 5,490
草⽣栽培 15 1.22 48 59
不耕起播種 7 1.80 136 245
⻑期中⼲し 21 3.33 3,444 11,453
秋耕 22 8.99 1,518 13,640
敷草⽤半⾃然草地の育成管理(⻑崎県) 1 1.33 1 2
交信攪乱剤＋雑草草⽣栽培(⼭梨県) 3 2.52 46 116
炭の投⼊(⼭形県、⼭梨県、新潟県、福井
県、滋賀県、京都府)

19 1.31 316 414

緩効性＋省耕起(滋賀県) 3
緩効性 0.5

省耕起 0.19
14

7
1

緩効性＋⻑期中⼲し
(滋賀県)

6 1.26 4,935 6,218

IPM＋⻑期中⼲し
(岩⼿県、⽯川県、滋賀県)

14 1.53 6,486 9,947

IPM＋秋耕(⻘森県、岩⼿県、秋⽥県、⼭
形県、福島県、新潟県、富⼭県、福井県)

25 6.87 3,003 20,631

− − − 170,048

全
国
共
通
取
組

地
域
特
認
取
組

合計温室効果ガス削減量
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((44))  ⼟⼟づづくくりりやや廃廃ププララススチチッックク対対策策のの推推進進  
((堆堆肥肥等等のの活活⽤⽤にによよるる⼟⼟づづくくりりをを推推進進))  

農地⼟壌は農業⽣産の基盤であり、農業⽣産の持続的な維持向上に向けて、⼟壌の物理
性や化学性、⽣物性を堆肥や緑肥作物といった有機物の施⽤等により改善し、⽣産⼒を⾼
める「⼟づくり」に取り組むことが必要です。 

⼟づくりにおいて重要な資材である堆肥の施⽤量は、農業者の⾼齢化の進⾏や省⼒化の
流れの中で、⽔⽥では⻑期的に減少を続け、近年は横ばい傾向で推移しています。 

農林⽔産省では、農業現場での⼟づくりを推進するため、⼟壌診断とその結果を踏まえ
た堆肥等の施⽤を⽀援しています。また、⼟壌診断における簡便な処⽅箋サービスの創出
を⽬指し、AIを活⽤した⼟壌診断技術の開発を推進しています。さらに、⼟づくりに有効
な堆肥の施⽤を推進するとともに、好気性強制発酵1による堆肥の⾼品質化やペレット化に
よる広域流通等の取組を推進しています。 

 
((農農業業由由来来のの廃廃ププララススチチッッククのの適適正正処処理理対対策策をを推推進進))  

農業及び畜産業の⽣産現場では、農業⽤ハウスやマルチ等のプラスチック資材が使⽤さ
れていることから、環境への負荷を低減するため、排出抑制や、使⽤後に適切に回収し、
リサイクル等の適正処理を進めることが重要です。また、作物収穫後に⼟壌中にすき込む
ことで、⼟壌中の微⽣物の働きにより⽔と⼆酸化炭素に分解され、使⽤後の廃プラスチッ
ク処理が不要となる⽣分解性マルチへの転換を図ることも重要です。プラスチックを使⽤
した被覆肥料は、⽔⽥に散布すると作物の⽣育に応じて徐々に肥料成分が溶け出すことか
ら、肥料の投⼊量低減や、農作業の省⼒化につながる⼀⽅、使⽤後の被膜殻が圃場から海
洋に流出することによる環境への影響が懸念されています。 

農業分野の廃プラスチックの再⽣処理(焼却に伴い発⽣する熱エネルギーの回収を含

 
1 攪拌装置等を⽤いて強制的に酸素を供給し、堆肥を発酵させる⽅法 

図表5-3-8 環境保全型農業直接⽀払制度の取組による⽣物多様性保全効果の調査結果 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和6(2024)年8⽉末時点の数値 
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6(2024)年8⽉に｢環境保全型農業直接⽀払交付⾦最終評価｣として公表しました。この中で、
有機農業、カバークロップ等による地球温暖化防⽌効果について評価したところ、温室効
果ガス削減量の合計は、年間で約17万t-CO2となりました(図図表表55--33--77)。これはスギ林
193km2が1年間に吸収する量に相当します。また、⽣物多様性保全の効果については、「有
機農業」、「IPM1」、「冬期湛

たん
⽔
すい

管理」を対象に、指標⽣物スコアに基づく総合評価を⾏った
結果、⽔稲では、どの取組も慣⾏栽培に⽐べ、⽣物多様性が向上していました(図図表表55--33--88)。 

令和7(2025)年度から新たに始まる第3期では、有機農業の⽀援単価を引き上げるととも
に、地域特認取組のうち全国的に拡⼤が⾒込める取組について、⼀層の推進を図る観点か
ら全国共通取組へ移⾏することとしています。また、⽔⽥からのメタン排出が不必要に増
えないよう、堆肥の投⼊量の⾒直しや、堆肥や緑肥等の取組の際に、⻑期中⼲しや 秋

しゅう
耕
こう

等
のメタン排出削減対策を併せて実施することとしています。 

さらに、みどり戦略の⽬標の実現に向けて、令和9(2027)年度を⽬途に、更なる制度の
⾒直しを検討することとしています。 

 
 

 
1 Integrated Pest Managementの略で、総合防除のこと 

図表5-3-7 環境保全型農業直接⽀払制度の取組による地球温暖化防⽌効果の調査結果 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和6(2024)年8⽉末時点の数値 

2) 表⽰単位未満を四捨五⼊しているため、合計値と内訳の計は⼀致しない。 
3) 「⻑期中⼲し」及び「秋耕」の取組は、地域ごとの削減量を⾯積で割り戻した値 

対象取組の種類 調査件数
単位当たり

温室効果ガス削減量
(t-CO2/ha/年)

令和5(2023)年度
実施⾯積

 (ha)

温室効果ガス
削減量

 (t-CO2/年)

有機農業 237 1.04 13,589 14,133
堆肥の施⽤ 182 2.42 22,320 54,014
カバークロップ 167 2.14 15,738 33,679
リビングマルチ 19 1.45 3,786 5,490
草⽣栽培 15 1.22 48 59
不耕起播種 7 1.80 136 245
⻑期中⼲し 21 3.33 3,444 11,453
秋耕 22 8.99 1,518 13,640
敷草⽤半⾃然草地の育成管理(⻑崎県) 1 1.33 1 2
交信攪乱剤＋雑草草⽣栽培(⼭梨県) 3 2.52 46 116
炭の投⼊(⼭形県、⼭梨県、新潟県、福井
県、滋賀県、京都府)

19 1.31 316 414

緩効性＋省耕起(滋賀県) 3
緩効性 0.5

省耕起 0.19
14

7
1

緩効性＋⻑期中⼲し
(滋賀県)

6 1.26 4,935 6,218

IPM＋⻑期中⼲し
(岩⼿県、⽯川県、滋賀県)

14 1.53 6,486 9,947

IPM＋秋耕(⻘森県、岩⼿県、秋⽥県、⼭
形県、福島県、新潟県、富⼭県、福井県)

25 6.87 3,003 20,631

− − − 170,048
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第第44節節  ⾷⾷品品産産業業のの環環境境負負荷荷低低減減とと消消費費者者のの理理解解醸醸成成のの促促進進  

 
 
持続可能な⾷料システムの構築のため、⾷料システムをつなぐ⾷品産業においても、持

続可能な⽅法で⽣産された原材料を使⽤し、⾷品ロスを削減するなど、環境や⼈権に配慮
した持続可能な産業に移⾏することが求められています。また、このような取組の重要性
について消費者の理解を深め、環境や持続可能性に配慮した消費⾏動への変化を促してい
くことも重要です。 

本節では、⾷品産業の環境負荷低減に向けた取組や、消費者への理解醸成を図る取組に
ついて紹介します。 

 
((11))  持持続続可可能能なな⾷⾷品品産産業業へへのの転転換換  
((⾷⾷品品産産業業にによよるる持持続続可可能能性性にに配配慮慮ししたた取取組組をを促促進進))  

農業・⾷品産業については、温室効果ガスの排出削減や⽔質汚濁防⽌を始め、⼀層環境
と調和のとれたものや、⼈権に配慮した調達・⽣産・加⼯・流通に転換していく⽅向が国
際的にも主流化しています。また、環境に限らず農林⽔産物の⽣産現場における強制労働
や児童労働といった⼈権への配慮等を求める声も⾼まりつつあり、EUでは、環境や⼈権に
関する取組状況の開⽰やデューディリジェンスを求める指令が発効され、EUで企業活動を
展開する⽇系企業も条件を満たせば同指令の適⽤対象となります。 

このような中、持続可能な⾷料システムの構築のため、⾷料システムをつなぐ⾷品産業
においても、持続可能な⽅法で⽣産された原材料を使⽤し、⾷品ロスを削減する取組を始
めとして、環境や⼈権に配慮した持続可能な⾷品産業に転換することが求められています。 

農林⽔産省では、⾷品産業の持続可能性の向上に向けて、国産原材料の利⽤促進、環境
や⼈権に配慮した原材料調達等を⽀援することとしています。また、農林⽔産物を活⽤す
る新たなビジネス創出の仕組みの構築等により、地域の⾷品産業の関係者が連携して⾏う
取組を⽀援することとしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

む。)の割合は70%台で推移しており、令和4(2022)年度では70.0%となっています(図図表表
55--33--99)。また、農業⽤⽣

のうぎょうようせい
分解性
ぶんかいせい

資材
し ざ い

普及会
ふきゅうかい

の調査によると、⽣分解性マルチの年間利⽤
量(樹脂の出荷量)は年々増加傾向で推移しており、令和5(2023)年度は3,657tとなっていま
す(図図表表55--33--1100)。 

農林⽔産省では、⽣分解性マルチへの転換に向けた取組のほか、農業⽤ハウスの被覆資
材やマルチといった農業由来の廃プラスチックの適正処理対策を推進していくこととして
います。また、プラスチックを使⽤した被覆肥料については、圃場からの被膜殻の流出実
態の調査を⾏い、その結果を公表するとともに、被膜殻の流出防⽌技術やプラスチックを
使⽤しない代替肥料等に関する実証等の取組を⽀援し、これらの技術の普及を推進してい
ます。 

 

 

図表5-3-9 農業分野の廃プラスチック排出量
に対する再⽣処理の割合 

資料：農林⽔産省「園芸⽤施設の設置等の状況」を基に作成 

図表5-3-10 ⽣分解性マルチの年間利⽤量(樹
脂の出荷量) 

資料：農業⽤⽣分解性資材普及会「⽣分解性マルチの利⽤状況 樹
脂の出荷量調査結果」を基に農林⽔産省作成 

注：1) 令和6(2024)年8⽉末時点の数値 
2) 各年度は、当該年6⽉〜翌年5⽉ 
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